
期日 班 資料番号 

11/24 １ １ 

平成３０年度 

香取市市民事業仕分け 

事業名 道路維持事業 

担当部課 建設水道部土木課 

香 取 市
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（ ）

財源

内訳

国県支出金

財源合計 295,421 千円 284,905 千円 276,384 千円 290,642 千円

一般財源 232,420 千円 242,773 千円 242,015 千円 256,362 千円

千円 0 千円

その他特財
31,598 千円 32,332 千円 30,044 千円

地方債 18,500 千円 5,400 千円 0

30,847 千円

その他特財の内容 道路占用料等（東京電力、ＮＴＴ等）

4,325 千円 3,433 千円

国県支出金の内容 社会資本整備総合交付金

276,384 千円 290,642 千円

12,903 千円 4,400 千円

千円

総事業費 295,421 千円 284,905 千円

人 17,040 千円 4.0 人 28,400人件費合計 3.3 人 23,430 千円 2.4

人 千円 人

千円 3.0 人 21,300

2.4 千円 3.0 人 21,300 千円

臨時職員等 人 千円

人 17,040 千円 4.0 人 28,400

千円 人 千円

コ
ス
ト

30年度（予算） 29年度（決算） 28年度（決算） 27年度（決算）

事
業
費

事業費合計 271,991 千円 267,865 千円 247,984 千円 269,342 千円

事業費内訳
（平成29年度分）

・需要費 道路等修繕　46,000千円、光熱水費等　5,021千円、通信運搬費　33千円
・委託料 設計業務等　8,343千円、施設・設備保守点検　293千円、土砂撤去　258千円

植木剪定　1,722千円
除草　27,261千円（国交省共同 2件 9,828千円、契約額200万円以上 4件 12,463千円

その他 22件 4,970千円）
側溝清掃　20,332千円、汚泥処理　520千円、放棄車両処理　27千円
道路パトロール等　10,748千円（香取市シルバー人材センター　10,449千円、

その他　299千円）
・使用料等　　機械器具借上料 　1,026千円、土地借上料　149千円
・工事請負費　道路補修工事　128,314千円、材料支給　11,995千円
・負担金 県工事費負担金　5,823千円

人
件
費

担当正職員 3.3 人 23,430 千円

100 ％

実施方法

■直接実施（直営）

■業務委託 又は □指定管理（委託先又は指定管理者：（社）香取市シルバー人材センター外11社）

□補助金〔直接・間接〕（補助先： 　　実施主体： ）

□貸付（貸付先： ）□その他（ ）

実施の背景
　市民生活や経済の基盤である道路や橋梁等のインフラが的確に維持管理されるよう、道路の修繕、
除草、道路パトロール、道路修繕工事等を実施する必要性が高い。

目　的
（何のために）

　香取市道路構造物の適正な維持管理

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

　道路を使用する者
対象者数（全住民に対する割合）

78,585 人

事業内容
（手段、手法など）

事業内容

　道路維持は、緊急かつ局部的な損傷に対応するもので、道路や道路施設、道路付属物につ
いての維持修繕を行い、道路機能を良好に保つことを目的にしています。
　このため、市道の巡回点検を実施し、道路の損傷等の早期発見に努めるとともに、年間を
通じて道路の陥没や段差の解消、道路照明の不点灯等の修復、道路標識・視線誘導標・区画
線の設置等を行っています。
　また道路パトロール又は地区要望により、道路状況の把握に努め、一般の交通に支障があ
れば、地区及び市民と調整しながら道路維持管理を実施している。

関連事業
（同一目的事業等）

道路新設改良事業　193,554千円（生活道路の整備を図る）
街路整備事業　288,351千円（佐原市街地への通過車両の分散化による交通の利便と歩行者の
安全確保を図る）

根拠法令等 道路法、香取市道路占用料条例 担当課･係名 土木課・建設１班

事務区分 ■自治事務 □法定受託事務 作成責任者 飯篠　実

事業シート（概要説明書）

予算事業名 道路維持事業 事業開始年度 昭和31年度以前

上位施策事業名 道路整備 担当局・部名 建設水道部

事業番号 30 道路維持事業 平成30年度

ここから成果指標を導きます。
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事業シート（概要説明書）

予算事業名 道路維持事業 事業開始年度 昭和31年度以前

事業番号 30 道路維持事業 平成30年度

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

　市が管理すべき道路は、路線が多く延長も長いなか、道路の修繕、補修工事、除草等を実
施することにより、通行に支障が来さぬよう努めております。
　但し、市道は毎年新設していることから道路延長も伸び続けており、また道路維持事業関
係の地区要望も年々増え続けていることから、全ての要望者・利用者が満足するような管理
は厳しいと思われます。
　このことから、地元地区で施工可能な維持修繕等については、使用する原材料の無償提供
や重機借り上げ料の支給、また発生材の運搬、処分等を実施し、地区への協力依頼を行って
おります。

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

市道実延長比較（平成29年4月1日現在）
・香取市：　1,373ｋｍ（県内54市町村中、3番目の長さ）

・銚子市：　　803ｋｍ
・旭市　：　1,103ｋｍ
・匝瑳市：　　962ｋｍ

特記事項
・地区要望における道路関係要望は８割以上を占めている。
・道路パトロールは原則、各地区１回/週、実施している。

除草委託件数 件 28/ 40/ 36/

道路補修工事件数 件 34/ 36/ 51/

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

 道路維持管理の中で、地区要望及び苦情等で多い、修繕、除草、補修工事の実施状況を成果
とした。

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位 Ｈ29年度

単位当たりコスト 道路維持事業費 ／ 市道実延長(km) 千円 208

/ /

Ｈ27年度

道路修繕箇所 箇所 251/ 210/ 204/

201 212

Ｈ28年度

/

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位 Ｈ29年度 Ｈ28年度 Ｈ27年度

道路パトロールによる修繕（点々穴埋め
等）

回 204/ 208/ 204/

市民及び地区からの要望に対する検討・対応
(道路新設改良、道路維持、河川維持）

件 約1,400/ 約1,250/ 約1,450/

件 / / /

他自治体のみならず、国や都道府県、民間との比較も必要に応じて記載。
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（ ）

（ ）

（ ）

※委託料は設計ベースのため、収入と一致しない場合あり。

総計 218,124 千円 収支差 7,226 千円

その他 受託事業収益、会費など 198,093 千円

210,898 千円

その他 千円

委託料・指定管理料 千円 千円

補助金 10,500 千円 総計

その他

千円 千円

千円 事業費 209,439 千円

県からの財政支出金 千円 管理費 1,459 千円

3,758

千円

2,670

団体全体の
収支状況

収入 支出

国からの財政支出金 9,531

出資比率

道路パトロール業務（佐原・栗源）

道路パトロール業務（小見川・山田）

道路維持業務（栗源）

道路等草刈業務（小見川・山田）

その他の道路維持業務

会員参加費、繰越金、雑入

千円

千円

千円

市町村からの財政支出金

非常勤

役員 2

6

監事

職員 3

市出資金

その他

総計

うち
（出向／OB）

うち
（出向／OB）

6

常勤
うち
（出向／OB）

千円

千円

千円

資本金
役
職
員

（単位：人）

【組織】
　香取市内に居住する定年退職者等の高齢者の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係
る就業の機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供することなどにより、その能力を活かした就業その他の
多様な社会参加活動を援助して、これらの者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに、活力ある地域社会づくり
に寄与することを目的とする。
【活動】
　技術を要するもの（大工、左官、植木の手入れなど）、屋内外の軽作業（草刈など）、販売・外交・調査（メーター検針な
ど）、管理（施設管理など）、事務整理（事務、受付など）、筆耕・宛名（賞状書きなど）、機械除草（庭の草刈など）、サービ
ス（家事手伝い、高齢者介護など）、農園芸作業（農作物の収穫など）

％

千円

10,449

補助金

公益社団法人　香取市シルバー人材センター

千円 10,449

千円 2,670

支出収入

千円

千円

委託料・指定管理料

総計

その他

千円

県からの財政支出金

市町村からの財政支出金 1,112

千円

千円

財務諸表URL https://webc.sjc.ne.jp/katori/information_3

特記事項

負債総額：18,641千円　　　資本総額：20,841千円
利益剰余金（もしくは欠損金）：7,226円

団体概要

委託・指定管理・補助　対象団体シート（概要説明書）

予算事業名 道路維持事業 事業開始年度

千円

国からの財政支出金

千円

239

団体名

団体への
支出根拠
（選定経過
等、支出先の
妥当性）

  本業務は、高齢者の雇用機会の拡大と福祉の増進を図るべく、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき、
随意契約により決定されている。

当該事業の
団体における
収支状況

10,449 千円

平成23事業番号 02 道路維持事業 平成30年度 記載に際しての基本事項
○本シートは、事業の委託・補助先の団体等と行政の関係の全
体像を把握することを目的としています。
○前年度の実績（または見込）に基づいて記載しますが、数値
が確認できない場合は、前々年度のもので構いません。

団体の収入・支出概要及び利益剰余金欄について
○「仕分け対象事業」だけでなく、団体の収入・支出総額とその
内訳を記載してください。
○支出概要で、「人件費」は、当該団体役職員の人件費です。
決算上、事業費と管理費に人件費が含まれている場合、それ
ぞれから人件費部分を差し引き、人件費欄にまとめて記載して
ください。
○この欄は、当該団体に公表義務がなく、かつ自治体がその
情報を公表することに支障があると判断される場合、記載不要

○支出の内訳は、設計ベース（見積もり等）を参考にご記載くだ
さい。その際、総計が必ずしも収入と一致しない（収入＜支出）
場合があると考えられますが、それでも問題ありません。
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土木課

道路維持管理(補修等）の実施状況

【随時】

各地区からの要望書

【随時】

市民からの直接要望

【定期】

道路パトロール
（香取市シルバー人材

センターへ委託）

【中間回答】
各地区から８月末

までに提出された

要望書に対する

回答

（１０月上旬）

【年度末回答】
各地区から１月末までに

提出された要望書に対す

る回答

（３月中旬）

職員で現地を確認、現況を把握する。

業者へ修繕作業として依頼。
なお、側溝清掃、除草などの比較

的軽微な維持管理については、

原則、 地区へ依頼し、協力を求

めている。

現地確認結果

予算、緊急度から工事の優

先順位を決定。

優先順位に基づいて順次、

工事を実施して行く。

【簡易的な破損等】

香取市シルバー

人材センターにて

補修等実施。（完）

【その他の破損等】

土木課へ報告。

・側溝清掃または蓋設置

・部分的な道路施設の破損

・倒木等による通行障害

・全面的な舗装の打替

え、側溝の補修等
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香取市道路占用料条例 

平成18年３月27日条例第173号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、道路法（昭和27年法律第180号。以下「法」という。）

第39条第２項の規定により、市が徴収する道路の占用料の額及びその徴収方

法に関し必要な事項を定めるものとする。 

（占用料の額） 

第２条 占用料の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。 

（占用料の徴収） 

第３条 占用料は、占用の許可を受け、占用を開始したときにその全額を徴収

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、占用期間が引き続き２会計年度以上にわたる場

合は、翌年度以降の占用料については、当該年度の始めに徴収する。 

３ 市長は、占用料が特に多額であるとき、又はその他の事由により一時に全

額を納入することが困難であると認めるときは、前各項の規定にかかわらず、

当該占用者の申請により、当該会計年度内において、３回以内に分割徴収す

ることができる。 

（占用料の還付） 

第４条 既納の占用料は、還付しない。ただし、占用許可の取消しがあった場

合は、この限りでない。 

（占用料の減免） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又

は免除することができる。 

(１) 国又は地方公共団体が行う事業により占用するとき。

(２) 祭典、縁日等に際してのぼり、アーチ等を設置するとき、又は慣習に

より松かざり等を設置するとき。 

(３) 公共の利益となる事業により占用するとき。

(４) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

抜粋 
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別表（第２条） 

占用物件 単位 占用料額（円） 摘要 

法第32条第

１項第１号

に掲げる工

作物 

第１種電柱 １本につき１

年 
1,000 

占用料物件

たる電柱、

電話柱を支

えている支

線支柱又は

信号機等の

共架柱の占

用料は、徴

収しない。 

第２種電柱 1,600 

第３種電柱 2,200 

第１種電話柱 930 

第２種電話柱 1,500 

第３種電話柱 2,100 

その他の柱類 
72 

共架電線その他上空に設

ける線類 

長さ１メート

ルにつき１年
10 

地下電線その他地下に設

ける線類 
５ 

路上に設ける変圧器 １個につき１

年 
700 

地下に設ける変圧器 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

480 

変圧塔その他これに類す

るもの及び公衆電話所 

１個につき１

年 
1,400 

郵便差出箱及び信書便差

出箱 
600 

広告塔 表示面積１平

方メートルに

つき１年 4,400 
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その他のもの 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

1,400 

法第32条第

１項第２号

に掲げる物

件 

外径が0.1メートル未満

のもの 

長さ１メート

ルにつき１年
48 

排水管の占

用料は、徴

収しない。 外径が0.1メートル以上

0.15メートル未満のもの 
72 

外径が0.15メートル以上

0.2メートル未満のもの 
95 

外径が0.2メートル以上

0.4メートル未満のもの 
190 

外径が0.4メートル以上

１メートル未満のもの 
480 

外径が１メートル以上の

もの 
950 

法第32条第１項第３号及び第４号に

掲げる施設 

占用面積１平

方メートルに

つき１年 

1,400 

法第32条第

１項第５号

に掲げる施

設 

地下街及び

地下室 

階数が１の

もの 

Ａに0.003を乗じ

て得た額 

Ａは、近傍

類似の土地

の時価を表

すものとす

る。 

階数が２の

もの 

Ａに0.005を乗じ

て得た額 

階数が３以

上のもの 

Ａに0.006を乗じ

て得た額 

上空に設ける通路 2,900  

地下に設ける通路 1,500  

その他のもの 

1,400 

マンホール

暗渠等 
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法第32条第

１項第６号

に掲げる施

設 

祭礼、縁日等に際し、一

時的に設けるもの 

占用面積１平

方メートルに

つき１日 

44 

 

その他のもの 占用面積１平

方メートルに

つき１月 

440 

 

道路法施行

令（昭和27

年政令第

479号。以

下「令」と

いう。）第

７条第１号

に掲げる物

件 

看板（アー

チであるも

のを除

く。） 

一時的に設

けるもの 

表示面積１平

方メートルに

つき１月 

440 

 

その他のも

の 

表示面積１平

方メートルに

つき１年 

4,400 

 

標識 １本につき１

年 
1,100 

 

旗ざお 祭礼、縁日

等に際し、

一時的に設

けるもの 

１本につき１

日 
44 

 

 その他のも

の 

１本につき１

月 
440 

 

幕（令第７

条第２号に

掲げる工事

用施設であ

るものを除

く。） 

祭礼、縁日

等に際し、

一時的に設

けるもの 

その面積１平

方メートルに

つき１日 
44 

 

その他のも

の 

その面積１平

方メートルに

つき１月 440 
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アーチ 車道を横断

するもの 

１基につき１

月 
4,400 

その他のも

の 
2,200 

令第７条第２号に掲げる工事用施設

及び同条第３号に掲げる工事用材料 

占用面積１平

方メートルに

つき１月 

440 

令第７条第

６号に掲げ

る施設 

建築物 階数が１の

もの 

占用面積１平

方メートルに

つき１年 

Ａに0.006を乗じ

て得た額 

Ａは、近傍

類似の土地

の時価を表

すものとす

る。 

階数が２の

もの 

Ａに0.009を乗じ

て得た額 

階数が３の

もの 

Ａに0.011を乗じ

て得た額 

階数が４以

上のもの 

Ａに0.013を乗じ

て得た額 

その他のもの Ａに0.006を乗じ

て得た額 

備考 

１ 第１種電柱とは電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。）

のうち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限る。

以下この号において同じ。）を支持するものを、第２種電柱とは電柱の

うち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電柱とは電柱のうち

６条以上の電線を支持するものをいうものとする。 

２ 第１種電話柱とは電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電

線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち３

条以下の電線（当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下こ

の号において同じ。）を支持するものを、第２種電話柱とは電話柱のう

ち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電話柱とは電話柱のう

ち６条以上の電線を支持するものをいうものとする。 
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３ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は

電話柱に設置する電線をいうものとする。 

４ 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 

５ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが１平方メ

ートル若しくは１メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは

長さに１平方メートル若しくは１メートル未満の端数があるときは、１

平方メートル又は１メートルとして計算するものとする。 

６ 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が１

年未満であるとき、又はその期間に１年未満の端数があるときは月割を

もって計算し、なお、１月未満の端数があるときは１月として計算し、

占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が１月未

満であるとき、又はその期間に１月未満の端数があるときは１月として

計算するものとする。 
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